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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表番号】特表2008-502570(P2008-502570A)
【公表日】平成20年1月31日(2008.1.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-004
【出願番号】特願2007-516431(P2007-516431)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  25/32     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  25/32    　　　Ｖ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月13日(2010.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比表面積が５０ｍ２／ｇ～３００ｍ２／ｇであり、表面上の被膜の形状を有し、その被
膜の厚さが１５０ｎｍ以下である合成ナノサイズ結晶性リン酸カルシウム。
【請求項２】
　上記比表面積が８０ｍ２／ｇ～３００ｍ２／ｇである請求項１記載の合成ナノサイズ結
晶性リン酸カルシウム。
【請求項３】
　リン酸カルシウムがヒドロキシアパタイトである請求項１または２に記載の合成ナノサ
イズ結晶性リン酸カルシウム。
【請求項４】
　比表面積が、１８０ｍ２／ｇ、２２０ｍ２／ｇ、そして２８０ｍ２／ｇから選択される
請求項１から３のいずれか一つに記載の合成ナノサイズ結晶性リン酸カルシウム。
【請求項５】
　上記表面が金属表面である請求項１から４のいずれか一つに記載の合成ナノサイズ結晶
性リン酸カルシウム。
【請求項６】
　上記金属表面がチタン表面である請求項５記載の合成ナノサイズ結晶性リン酸カルシウ
ム。
【請求項７】
　被膜の厚さが１００ｎｍ以下である請求項１から６のいずれか一つに記載の合成ナノサ
イズ結晶性リン酸カルシウム。
【請求項８】
　Ｃａ／Ｐ比が１．６７である請求項１から７のいずれか一つに記載の合成ナノサイズ結
晶性リン酸カルシウム。
【請求項９】
　ａ）水と、当量の溶解したリン前駆体及びカルシウム塩前駆体とを含む溶液を準備し、
　ｂ）界面活性剤と、必要に応じ疎水性有機溶媒をａ）の溶液に添加して、液晶相を形成
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し、
　ｃ）液晶相を平衡状態にし、そして、
　ｄ）平衡状態の液晶相をアンモニア雰囲気に置いて、ｐＨを高くしてリン酸カルシウム
のナノサイズの結晶を液晶相の水領域に形成させ、
　ここで、工程ａ）からｄ）は室温で行い、続いて、
　ｅ１）工程ｄ）のアンモニア処理した液晶相から溶媒を用いて界面活性剤を除去し、そ
して、
　ｆ１）ナノサイズのリン酸カルシウム結晶を濾別、洗浄、そして乾燥して粉末を得る、
　あるいは、
　ｅ２）工程ｄ）のアンモニア処理した液晶相を疎水性有機溶媒で希釈して、水中にナノ
サイズのリン酸カルシウムのマイクロエマルションを生成させ、
　ｆ２）工程ｅ２）のマイクロエマルションの中に酸化物層で被覆された物品の表面を浸
漬して、その表面にマイクロエマルションを堆積させ、
　ｇ２）工程ｆ２）の表面から有機溶媒を蒸発させて、ナノサイズの結晶性リン酸カルシ
ウムの被膜を得、そして、
　ｈ２）界面活性剤を除去するため、不活性雰囲気下で加熱する、
　あるいは、工程ｄ）を省略し、
　ｅ３）工程ｃ）の液晶相を疎水性有機溶媒で希釈してマイクロエマルションを生成させ
、
　ｆ３）工程ｅ３）のマイクロエマルションの中に酸化物層で被覆された物品の表面を浸
漬して、その表面にマイクロエマルションを堆積させ、
　ｇ３）工程ｆ３）の表面から有機溶媒を蒸発させて液晶相を形成させ、そして、
　ｈ３）工程ｇ３）の表面をアンモニア雰囲気に置いて、ｐＨを高くしてナノサイズのリ
ン酸カルシウム結晶を液晶相の水領域に生成させ、表面に堆積させ、次いで、
　ｉ２）界面活性剤を除去するために不活性雰囲気下で加熱する、のいずれかの工程を含
む、ナノサイズ結晶性リン酸カルシウムの粉末又は被膜の製造方法。
【請求項１０】
　界面活性剤が非イオン性界面活性剤である請求項９記載の製造方法。
【請求項１１】
　工程ｆ２）又はｆ３）の酸化物層で被覆された表面が金属表面である請求項９記載の製
造方法。
【請求項１２】
　金属表面がチタン表面である請求項９記載の製造方法。
【請求項１３】
　工程ｆ２）又はｆ３）の物品が生体インプラントである請求項９記載の製造方法。
【請求項１４】
　生体インプラントが歯科用インプラントである請求項１３記載の製造方法。
【請求項１５】
　リン酸カルシウムがヒドロキシアパタイトである請求項９から１４のいずれか一つに記
載の製造方法。
【請求項１６】
　リン前駆体がリン酸である請求項９から１５のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１７】
　カルシウム塩前駆体が硝酸カルシウムである請求項９から１６のいずれか一つに記載の
製造方法。
【請求項１８】
　Ｃａ／Ｐ比が１．６７である請求項９から１７のいずれか一つに記載の製造方法。
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